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児童クラブ入所判定表 別表 1入所判定基準 

類型 細目 点数 

1 居宅外労働 

※(中心者)は、事業者を

指す 

※(補助者)は、事業を補

助している者を指す 

外勤 

月 2 0 日以上かつ 1日 8 時間以上 160h〜5 日/週 8 時/日 10 

月 2 0 日以上かつ 1日 6 時間以上 120h〜5 日/週 6 時/日 

月 16日以上かつ 1日 8 時間以上 128h〜 4 日/週 8 時/日 
9 

月 16日以上かつ 1日 6 時間以上 96h〜 4 日/週 6 時/日 8 

月 12日以上かつ 1日 5 時間以上 60h〜 3 日/週 5 時/日 7 

上記以外 1 

自営 

(中心者) 

月 2 0 日以上かつ 1日 8 時間以上 160h〜5 日/週 8 時/日 9 

月 2 0 日以上かつ 1日 6 時間以上 120h〜5 日/週 6 時/日 

月 16日以上かつ 1日 8 時間以上 128h〜 4 日/週 8 時/日 
8 

月 16日以上かつ 1日 6 時間以上 96h〜 4 日/週 6 時/日 7 

月 12日以上かつ 1日 5 時間以上 60h〜 3 日/週 5 時/日 6 

上記以外 1 

自営 

(補助者) 

月 2 0 日以上かつ 1日 8 時間以上 160h〜5 日/週 8 時/日 8 

月 2 0 日以上かつ 1日 6 時間以上 120h〜5 日/週 6 時/日 

月 16日以上かつ 1日 8 時間以上 128h〜 4 日/週 8 時/日 
7 

月 16日以上かつ 1日 6 時間以上 96h〜 4 日/週 6 時/日 6 

月 12日以上かつ 1日 5 時間以上 60h〜3日/週 5時/日 5 

上記以外 1 

2 居宅内労働 

※(中心者)は、事業 者

を指す 

※(補助者)は、事業 を

補助している者を指 す 

自営 

(中心者) 

月 2 0 日以上かつ 1日 8 時間以上 160h〜5 日/週 8 時/日 7 

月 2 0 日以上かつ 1日 6 時間以上 120h〜5 日/週 6 時/日 

月 16日以上かつ 1日 8 時間以上 128h〜 4 日/週 8 時/日 
6 

月 16日以上かつ 1日 6 時間以上 96h〜 4 日/週 6 時/日 5 

月 12日以上かつ 1日 5 時間以上 60h〜3日/週 5時/日 4 

上記以外 1 

自営 

(補助者) 

月 2 0 日以上かつ 1日 8 時間以上 160h〜5 日/週 8 時/日 6 

月 2 0 日以上かつ 1日 6 時間以上 120h〜5 日/週 6 時/日 

月 16日以上かつ 1日 8 時間以上 128h〜 4 日/週 8 時/日 
5 

月 16日以上かつ 1日 6 時間以上 96h〜 4 日/週 6 時/日 4 

月 12日以上かつ 1日 5 時間以上 60h〜3日/週 5時/日 3 

上記以外 1 

上記以外の居宅内労働 

(在宅勤務•内職など 収入を証明する書類により判断) 
7〜3 

 

類型 細目 点数 

3 産休 
 

9   
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類型 細目 点数 

4 疾病、心身障害等 入院 10 

疾病 

心身障害 

常時臥床 10 

精神疾患 10 

慢性疾患 8 

重度心身障害者(身障手帳 1・2 級、聴覚障害 3 級 10 

中度心身障害者(上記以外) 8 
 

類型 細目 点数 

5 病人の看護等 
入院中の者の付き添いが常時必要(主治医の診断書により判断) 10 

 重度心身障害者(身障手帳 1・2 級、聴覚障害 3 級以上、療育手帳 A1-A2) 10 
 

類型 細目 点数 

6 その他 
就学・技能取得のため 

通学(月 2 0 日以上かつ 1日 6時間以上) 8 

通学(上記以外) 7 

法人が保育に欠けると認める場合 法人が定める  

別表 2 調整指数 

保護者等の状況 点数 

ひとり親世帯(祖父母同居の場合を除く)である/離婚•離婚調停中・死別等 + 5 

転居(転校)の為の入所 + 3 

兄弟児がクラブに在籍（同時選考含む） + 3 

同居・二世帯・同一敷地内に保育要件を満たしていない祖父母が同居している場合 -5 

法人が緊急性が高いと判断した場合 法人が定める 

 


